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規
　
則

◯
規
則
で
定
め
る
様
式
に
お
け
る
性
別
に
関
す
る
記
載
事
項
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
（
五
〇

・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

規
則
で
定
め
る
様
式
に
お
け
る
性
別
に
関
す
る
記
載
事
項
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
五
十
号

規
則
で
定
め
る
様
式
に
お
け
る
性
別
に
関
す
る
記
載
事
項
の
整
備
等
に
関
す
る
規
則

（
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
一
条

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭

和
四
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
□
男

様
式
第
二
十
二
号
一
号
紙
（表）
中
　
　
　
　
を
削
る
。

□
女
」

（
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「

「

様
式
第
百
八
十
七
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

（
行
旅
病
人
お
よ
び
行
旅
死
亡
人
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

行
旅
病
人
お
よ
び
行
旅
死
亡
人
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
、
「
、
年
齢
及
び
性
別
」
を
「
及
び
年

齢
」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
六
号
中
「
番
　
　
　
　
号
」
を
「
記
号
及
び
番
号
」
に
、
「
市
町
村

長
名
」
を
「
市
町
村
長
」
に
、
「
、
住
所
」
を
「
及
び
住
所
」
に
改
め
、
「
、
性
別
」
を
削
る
。

（
秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

秋
田
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
秋
田

県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
男

様
式
第
十
号
（
裏
面
）
中
　
　
　
を
削
る
。

女
」

（
秋
田
県
南
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

秋
田
県
南
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

様
式
第
二
号
中

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

様
式
第
三
号
の
（注）
１
（２）
中
「
性
別
及
び
」
を
削
る
。

様
式
第
八
号
中
「
（
男
・
女
）
」
を
削
る
。

様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
中
「
性
　
別
」
を
「
電
話
番
号
」
に
改
め
、
「
電
話
」
を
削

る
。

（
秋
田
県
立
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

秋
田
県
立
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
二
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「
男
　
　
人
　
女
　
　
人
　
計
　
　
人
」
を
「

人
」
に
改
め
る
。

（
知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

１

規
　
　
　
　
　
　
則

ペ
ー
ジ

□
男

□
女

内訳

男
　
人

女
　
人

内訳

男
　
人

女
　
人

男女

殿
　
　
　
様
　
　
　
　
、
年
齢
及
び
性
別
　
　
　
及
び
年

齢

番
　
　
　
　
号
　
　
　
記
号
及
び
番
号
　
　
　
　
市
町
村

長
名
　
　
　
市
町
村
長
　
　
　
　
、
住
所
　
　
　
及
び
住
所
　
　
　
　
　
　
、
性
別

性
別
及
び

（
男
・
女
）

性
　
別
　
　
　
電
話
番
号
　
　
　
　
　
電
話

男
　
　
人
　
女
　
　
人
　
計
　
　
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人

年
　
　
　
月
　
　
　
日

性
　
別

男
・
女

年
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
日
　
□



「

「

様
式
第
二
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
規

則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
中
「
氏
名
　
　
　
（
男
・
女
）
続
柄
」
を
「
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
続
柄
」
に

改
め
る
。

「

「

様
式
第
七
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

「

「

様
式
第
八
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

に
改
め
る
。

」

「

「

様
式
第
九
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

「

「

様
式
第
十
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

様
式
第
二
十
一
号
中
「
（
男
・
女
）
」
を
削
る
。

「

様
式
第
二
十
三
号
、
様
式
第
二
十
五
号
、
様
式
第
二
十
八
号
及
び
様
式
第
二
十
九
号
中

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め

」

」

る
。

「

様
式
第
三
十
号
、
様
式
第
三
十
一
号
及
び
様
式
第
三
十
八
号
中

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

（
秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

秋
田
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
三

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
男

様
式
第
一
号
中
「
第
４
条
」
を
「
第
３
条
」
に
改
め
、

を
削
る
。

女
」

様
式
第
十
二
号
、
様
式
第
十
八
号
、
様
式
第
二
十
三
号
、
様
式
第
二
十
五
号
の
二
及
び
様
式
第

「
男

三
十
二
号
か
ら
様
式
第
三
十
四
号
ま
で
の
規
定
中
　
　
　
を
削
る
。

女
」

（
秋
田
県
障
害
者
自
立
訓
練
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

秋
田
県
障
害
者
自
立
訓
練
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
九
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
七
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

２

男
・
女
対
象
者
と
の
続
柄

対
象
者
と

の
続
柄

氏
名
　
　
　
（
男
・
女
）
続
柄
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
続
柄

性
　
別

男
・
女

性
別
男
・
女

■
□
□
□
□
□
□
年
　
月
　
日
生
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

年
月

日

職
業

性
別

男
・
女

年
　
月
　
日

年
　
月
　
日

職
業

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
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年
　
月
　
日
生
性
別

男
　
女

□
□
□
□

（
男
・
女
）

男
第
４
条
　
　
　
第
３
条

女

男女

（
男
・
女
）

続
柄

続
柄

性
　
別
男
・
女

性
別
男
・
女
生
年
月
日

年
　
月
　
日

生
年
月
日

年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
□

生
年
月
日

年
　
月
　
日
生
性
別

男
　
女

□
□
□
□

氏
　
名

性
別

氏
　
　
　
名



平成16年 8月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

」

」

（
県
の
衛
生
関
係
施
設
の
使
用
料
並
び
に
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

県
の
衛
生
関
係
施
設
の
使
用
料
並
び
に
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
秋

田
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
二
号
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
、

を
」

に
改
め
る
。

」

（
秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
十
三
号
（二）
（裏）
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

（
秋
田
県
歯
科
衛
生
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

秋
田
県
歯
科
衛
生
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
秋
田
県
規
則
第
八
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

３

生
　
年
　
月
　
日

年
齢
　
　
歳
男
女

住
　
　
所
氏
　
　
名
性
別男・女

住
　
　
　
所

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
所

氏
　
　
　
名

年
齢
　
　
　
　
　
歳

年
齢
　
　
　
　
　
歳

殿
　
　
　
様

（
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
八
号
（１）
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、

」

」

同
様
式
の
備
考
４
中
「

」
を
削
る
。

様
式
第
十
九
号
中
「
（
男
・
女
）
（

歳
）
」
を
「

（

歳
）
」
に
改
め

る
。

「

「

様
式
第
二
十
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

（
秋
田
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

秋
田
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
年
秋
田
県
規
則
第

五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
三
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

生
年
月
日

性
別

男
・
女

男
・
女

男
・
女

男
・
女

男
・
女

氏
　
名

性
別

氏
　
　
　
名

性
別
男
・
女

□
□
□
□
□
□

■
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 「
性
別
」
及
び

（
男
・
女
）
（

歳
）

（
歳
）



「
男

様
式
第
十
号
中
　
　
　
を
削
る
。

女
」

（
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
・
性
別
」
を
削
る
。

様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
中
「
殿
」
を
「
様
」
に
改
め
、
「
・
性
別
」
を
削
る
。

（
秋
田
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

秋
田
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
規
則

第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
一
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「

」

」

」

「

「

を
「
ふ
り
が
な
」
に
改
め
、
「
（
男
・
女
）
」
を
削
り
、

を
」

に
改
め
る
。

」

「
男

様
式
第
七
号
（裏）
中
　
　
　
を
削
る
。

女
」

（
秋
田
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

秋
田
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年

秋
田
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
二
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

」

」

改
め
る
。

（
秋
田
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

秋
田
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
秋
田
県
規
則
第

三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
十
二
号
及
び
様
式
第
十
三
号
中
「
男
・
女
」
を
削
る
。

（
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「
性
　
　
別
　
　
　
　
男
　
　
女
」
を
削
る
。

（
水
道
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

水
道
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
十
号
中
「
、
性
別
」
を
削
る
。

（
秋
田
県
総
合
食
品
研
究
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

秋
田
県
総
合
食
品
研
究
所
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
三
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

（
秋
田
県
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

秋
田
県
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「
男
　
　
人
、
女
　
　
人
、
計
　
　
人
」
を
「

人
」
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

秋
田
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
秋
田
県
規
則
第
四
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
三
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

（
秋
田
県
高
度
技
術
研
究
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

４

男女

・
性
別

殿
　
　
　
様
　
　
　
　
　
　
・
性
別

男
・
女

（
ふ
り
が
な
）

ふ
り
が
な
　
　
　
　
　
　
（
男
・
女
）

男女 氏
名
・
性
別

及
び
生
年
月
日

氏
名
及
び

生
年
月
日

氏
名

性
別
及
び

生
年
月
日

氏
名
及
び

生
年
月
日

氏
名

及
び
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性
別

性
　
　
別
　
　
　
　
男
　
　
女

、
性
別

男
　
　
人
、
女
　
　
人
、
計
　
　
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人

年
齢
性
別

年
　
　
齢

年
齢
性
別

年
　
　
齢



平成16年 8月 6日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

第
二
十
五
条

秋
田
県
高
度
技
術
研
究
所
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
三
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　

を

に
、
「
写
真
貼
」
を
「
写
真
」

」

」

に
改
め
る
。

（
秋
田
県
産
業
振
興
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

秋
田
県
産
業
振
興
プ
ラ
ザ
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
二
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

（
秋
田
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

秋
田
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
氏
　
　
名

「
男

様
式
第
一
号
中
　
　
　
　
　
　
を
「
氏
　
　
名
」
に
改
め
、

・

を
削
る
。

性
　
　
別
」

女
」

（
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
中
「
男
　
　
人
、
女
　
　
人
、
計
　
　
人
」
を
「

人
」
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

秋
田
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
一
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

「
男

様
式
第
三
号
中
　
　
　
を
削
る
。

女
」

「

「

「
男

様
式
第
四
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、

を
削
る
。

女
」

」

」

「

「

様
式
第
七
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

５

年
齢
性
別

年
齢
性
別

氏
　
名
性別男・女男・女

氏
　
　
名

年
　
　
齢

年
　
　
齢

写
真
貼
　
　
　
写
真

氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男

氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
・

性
　
　
別
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女

男
　
　
人
、
女
　
　
人
、
計
　
　
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人

氏
　
名
性別男・女男・女男・女男・女男・女

氏
　
　
名

氏
　
名
性別男・女男・女男・女男・女男・女

氏
　
　
名

男女

男女

男
女
（
中
高
年
齢
者
）
（
心
身
障
害
者
）
計

人
　
　
数
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よ
う
に
改
正
す
る
。

「

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
六
号
か
ら
様
式
第
六
号
の
三
ま
で
の
規
定
中
　
　
　
　
　
　
　
　

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

（
秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
三
十
二
条

秋
田
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

「
男

様
式
第
一
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、

女
」

」

」

「

「

を
削
り
、

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

年
　
　
　
齢

６

氏
名
、
性
別

及
び
生
年
月
日

氏
名
及
び

生
年
月
日

氏
名
、
性
別
及
び

生
　
年
　
月
　
日

氏
名
及
び

生
　
年
　
月
　
日

男女

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％

」

に
改
め
る
。

」

（
秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

秋
田
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
十
八
号
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

様
式
第
二
十
号
中
「
、
年
齢
及
び
性
別
」
を
「
及
び
年
齢
」
に
改
め
、
「
男
・
女
」
を
削
る
。

（
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

（
中
高
年
齢
者
）
（
障
　
害
　
者
）

年
　
齢
性
　
別

、
年
齢
及
び
性
別
　
　
　
及
び
年
齢
　
　
　
　
　
　
男
・
女

生
年
月
日

年
　
月
　
日

性
　
　
別

生
年
月
日

男
・
女

年
　
月
　
日

性
　
　
別

生
年
月
日

男
・
女

年
　
月
　
日


